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令和６年度 環金武湾振興活動支援事業実施要領 

 

 

環金武湾振興協議会 

 

第１ 目的 

域内の持続的な発展と産業活性化に資することを目的に、環金武湾地域（うるま市・金

武町・宜野座村）の広域連携の促進、地域資源の活用と発展に取り組む団体（ものづくり

やＩＴ、観光関連事業者等）を対象に、環金武湾振興活動支援金を交付する。 

 

第２ 助成対象団体 

（１）以下の要件に該当する団体を助成対象とする 

・原則３人以上で組織された団体で活動拠点をうるま市・金武町・宜野座村のいずれかに

有している団体であること。 

・団体の運営に関する規約等を備えていること（申請書に写しを添付すること）。 

・主に地域振興及び活性化を目的とした取り組みを実施している団体であること。 

・代表責任者が明確であること。 

・事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であるこ

と。ただし、他事業と一体となり事業を執行する場合は、他事業の報告書に合わせる形

で報告書を作成できることとする。 

 

（２）対象事業 

 環金武湾地域の広域連携の促進、地域資源の活用と発展、産業活性化に資する以下の

事業にかかる商品（サービス）開発、実証試験、人材育成、イベント開催、ワークショ

ップ（演習形式）、フォーラム、シンポジウム、セミナー（講習会）、講演会等を対象と

する。 

【事業区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア：地域の伝統、文化、伝統芸能の保存・活用を図る事業 

イ：地域の生活環境の改善、自然環境保全、景観づくりを図る事業 

ウ：地域の特性を生かした産業振興を図る事業 

エ：地域の福祉・健康づくりの推進を図る事業 

オ：青少年の健全育成を図る事業 

カ：地域づくりに有効な助言や提案を受けるための事業 

キ：地域資源を活用し観光振興に資する事業 

ク：地域の歴史背景に関連する事や海外移民等と交流する事業 

ケ：その他個性豊かなすみよい地域社会を構築するための事業 
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但し、以下の事業は対象外とする。 

① 国及び県、市町村、その他の機関から他に助成を受けて実施する事業 

② 団体及び団体を構成する者の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業 

③ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

④ 助成金の決定前に着手した事業（ただし事業内容が細分化されており他事業と予算

が明確に区分できる事業に関してはこの限りではない） 

⑤ その他環金武湾振興協議会（以下「協議会」という）が適当でないと認めた事業 

 

第３ 助成金内容 

（１）限度額 

対象経費の１０/１０以内とする。ただし１団体１００万円を上限とし、予算の範囲

内で交付する。 

複数の団体が希望している場合は協議会にて事業費に応じ配分できるものとする。 

（２）対象経費 

助成金の対象経費は、次のとおりとする。 

１，使用目的が本事業の実施に必要なものと明確に特定できる経費 

２，交付決定日以降に発生し事業期間中に支払いが完了した経費 

３，証拠書類等によって支払金額が確認できる経費 

４，自己調達を行う場合は、調達価格に含まれる利益相当分は認めない 

 

【助成対象経費の区分】 

大項目 小項目 内容・注意点 

①賃金 － 事業の実施に必要な臨時的雇用に要する賃金等の経費。 

②報償費 謝礼金 事業の実施に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等

に謝礼として支払われる経費。 

③旅費 旅費交通費 事業の実施に必要な打合せや視察等のための交通費等の経費 

④開発費 － 商品開発や改良のための試作やパッケージの試作開発に伴う原材

料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経

費 

⑤需用費 印刷製本費 事業の実施に必要な広報媒体等の印刷等に要する経費 

資料購入費 事業の実施に必要な図書等を購入するための経費 

⑥委託料 業務委託料 

外注費 

事業の実施に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費 

⑦使用料及び

賃借料 

－ 事業の実施に直接使用又は賃借するための経費 

⑧消耗品費 － 事業の実施に直接必要な物品や原材料等の購入に要する経費 
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（開発費に計上される分を除く） 

⑨備品費 － 事業の実施に直接必要な備品や機材等の購入に要する経費 

⑩その他経費 － 上記以外で協議会が必要と認めた経費 

 

【各対象経費における注意点】 

① 賃金 

・助成団体の運営に要する給料、報酬、福利厚生費等は認めない。 

 ② 報償費 

 ・謝礼金の単価は、団体が定める内部規程等により単価が明確であり、その金額が社会 

  通念上妥当なものであること。 

 ・単価を内部規程等で定めていない場合は、以下を基準とする。 

（参考）謝礼金基準表 

医師、弁護士、著名人 1 時間 7,000 円以内 

大学教授 1 時間 7,000 円以内 

大学准教授 1 時間 6,000 円以内 

その他大学教員 1 時間 5,000 円以内 

小中高校教員（管理職） 1 時間 5,000 円以内 

小中高校教員 1 時間 4,000 円以内 

官公署職員（管理職） 1 時間 5,000 円以内 

官公署職員 1 時間 4,000 円以内 

その他講師謝礼金 1 時間 4,000 円以内 

 

 ③ 旅費 

・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的及び合理的な経路に 

より算出された実費とする。 

・ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用に 

かかる旅費は原則認めない。但し、事業の実施にあたり止むを得ない事情があると事前

に協議会が認めた場合は、対象とすることができる。 

・グリーン車やファーストクラス等特別に付加された料金は認めない。 

 

④ 開発費 

・開発に要する原材料や消耗品等は、事業完了時には使い切ることとし、未使用残存品に相当

する額は認めない。 

・汎用性があり目的外使用になり得るものについては認めない。 

 例：文房具等事務用品等（事業の実施に必要なものとして明確に区別ができる場合は、⑧消耗 

   品として対象とする）。 
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⑤ 需用費 

・印刷製本費については、事業の実施に必要な広報等を目的としたものが対象であり、単なる助成

団体の PR や営業活動に活用される広報費は認めない。 

・資料購入費については、1 種類 1 冊を限度とする。 

 

⑥ 委託料 

・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である助成団体に成果物等を 

帰属させること。 

 

⑦ 使用料及び賃借料 

・使用及び借用の為の見積書や契約書等にて確認ができるもので、本事業に要する経費のみ対

象とする。契約期間が事業期間を超える場合は、按分等の方式により算出された事業期間分の

みを助成の対象とする。 

・助成団体の事務所等に係る家賃及び光熱費は認めない。 

⑧ 消耗品費 

・事業の実施に必要なものとして明確に区別ができる場合のみ助成の対象とする。 

 

⑨ 備品費 

・1 年以上継続して使用出来るものとする。 

・取得した備品は当該事業のみに使用すること。 

・通常業務(生産活動)のための設備投資の費用等目的外使用の可能性がある備品については、 

 認めない。 

⑩ その他経費 

・上記以外で協議会が必要と認めた経費とする。必要な理由を明確にすること。 

 

第４ 助成の申請 

（１） 申請書の提出 

助成を申請するにあたり、環金武湾振興活動支援事業助成申請書（様式１）に事業実

施計画書（様式１－１）、事業費内訳書（様式１－２）を添付し、提出期限までに協議

会に提出するものとする。 

 

（２） 申請書の提出期限 ： 令和６年８月２６日（月）１７：００ 必着 

※持参又は郵送（郵送先は、p7（連絡先）のとおり） 
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第５ 助成事業者の選考方法 

 助成金の交付申請者（以下「助成事業者」という。）からの申請書類の内容を基に、事

務局において以下の基準で審査し、幹事会で決定する。審査は非公開とし、審査内容等に

関する照会には回答しない。 

 なお、評価点が６０点に満たない場合は、採用しない。 

 

 

第６ 助成の決定 

 協議会は、助成の申請を受理したとき、その内容を審査し、助成決定がなされた場合

は、助成事業者に対し、環金武湾振興活動支援事業助成決定通知書（様式２）により、そ

の旨を通知する。 

 

第８ 助成事業実施期間 

 助成金の交付日から令和７年２月２８日の間で、助成事業者が申請時に定めた期間とす

る。 

 

第９ 助成事業完了報告書の作成・提出 

 助成事業者は、事業完了後３０日以内に、環金武湾振興活動支援事業実績報告書（様式

３、様式３－１、様式３－２）を作成し、関係書類を添えて協議会に提出するものとす

る。 

 

第１０ 助成金の確定 

 協議会は、事業実績報告書を受理したとき、その事業内容を審査し、適正に事業が完了

したと認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定し、助成事業者に対し、環金武湾

審　査　の　ポ　イ　ン　ト 評価 傾斜配分

環金武湾振興活動支援事業の目的と適合している内容か。
5・4・3
2・1

×4 ／ 20

事業目的、達成目標、実施方法が具体的で一貫しており、
説得力がある内容か。

5・4・3
2・1

×4 ／ 20

環金武湾地域全体の振興、活性化に資する内容か。
地域住民が参加可能な内容か。

5・4・3
2・1

×4 ／ 20

事業内容が先進的、独創的であり、今後のモデルケースと
なり得る内容の場合、優位とする。

5・4・3 ×3 ／ 15

助成終了後も継続出来る内容か。
5・4・3
2・1

×3 ／ 15

必要経費の金額及び内容が妥当か。
5・4・3
2・1

×2 ／ 10

／ 100

経費の妥当性

審査の合計

審査項目 評価点

適合性

具体性

有効性

独創性

継続性
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振興活動支援事業助成金確定通知書（様式４）により、その旨を通知する。 

 

第１１ 助成金の請求及び交付 

（１） 助成事業者は、助成金の確定通知を受けて、環金武湾振興活動支援事業助成金請求

書（様式５）を協議会に提出するものとする。 

 

（２） 協議会は、環金武湾振興活動支援事業助成金請求書（様式５）を受理した日の翌月

末日までに助成金を助成事業者に対して交付する。 

 

（３） 助成事業者は、事業実施にあたり概算払いが必要な場合は、助成金額の範囲内で概

算払いを受けることができる。概算払いを受ける場合は環金武湾振興活動支援事業

助成金概算払い請求書（様式６）を協議会に提出するものとする。 

 

（４） 協議会は、環金武湾振興活動支援事業助成金概算払い請求書（様式６）を受理した

日の翌月末日までに、助成事業者に対して交付する。 

 

第１２ 助成決定の取り消し 

（１） 協議会は、助成の決定を受けた団体が、正当な理由がなく次に掲げるいずれかに該

当するときは、交付決定を取り消すことができる。 

① 助成対象である事業を実施しないとき。 

② 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき。 

③ 助成金を助成対象事業の目的以外に使用したとき。 

④ 第７の規定による事業実績の報告をしなかったとき。 

 

（２） 協議会は、前項の規定による取り消しをした場合は、環金武湾振興活動支援事業助

成決定取消通知書（様式７）により、対象団体へ通知するものとする。 

 

 

第１３ 助成金の返還 

（１） 協議会は、第１２（１）の規定による取消しをした場合において、すでに交付され

ている助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。 

 

（２） 協議会は、第１０の規定により助成金の確定をした場合において、すでにその額を

超える助成金が概算払いにより交付されているときは、その超過分の助成金の返還

を命ずることができる。 
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第１４ 関係書類の保管 

 助成事業者は、本事業に係るすべての書類・帳簿等は関係証拠書類とともに事業が完了

した日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

 

第１５ その他 

（１） 提出書類等については、理由の如何を問わず返却しない。 

（２） その他事業の実施に関し必要なことは、協議会が定めるものとする。 

 

第１６ 連絡先 

 〒904-2292 うるま市みどり町 1-1-1 

  環金武湾振興協議会事務局（うるま市産業政策課内） 担当：津波 

 電  話：098-923-7611 

 メール：shingo-t@city.uruma.lg.jp 


